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新年度を迎えるにあたり、子どもが輝き、

教職員が働きやすい学校づくりに向けての要請

丹葉地方各小中学校長 様 ※前文略。要請内容のみ掲載

「 」（ ）① 文科省が策定した勤務時間の 上限指針 ・ ・2020 1 17
を受け 「月 時間超の職員をゼロにする」目標を掲げ、、 45
多忙化解消に向けたさらなる取り組みを進めること。
② 在校時間の記録は、土日を含めた勤務実態を正確に把握
すること。また、公務災害や健康障害などに関して重要な
客観的データとなるため、時間外勤務を減らすような虚偽
報告とならないようにすること。そして、タイムカードや
ＩＣカード等を全ての学校に導入すること。また、勤務時
間内に仕事が終えられるよう業務改善を図り 「早く帰れ」、
のみ強調される「時短ハラスメント」が生じないようにす
ること。

10 10③ 新型コロナウイルス感染症については、 歳未満及び
0.1代での罹患率は他の年代と比べ低いこと、重症者割合

、 （ 「 」％ 死亡率 ％ 新しい学校の生活様式0.0 2020.12.3 Ver.5
文科省）であることを踏まえ、過度ではなく適切な対応を
するとともに、子どもの学習権の保障のため、リスクの低
い活動から再開すること。

④ 児童生徒が１人１台コンピュータを使用可能にする政府
のＧＩＧＡスクール構想により、各学校にタブレット端末
が配備されたが、タブレットありきの授業を進めるのでは
なく、無理のない範囲で活用できるようにするなど、慎重
に進めること。また、授業におけるＩＣＴ支援員の配置や
拡充を進めること。

⑤ 「全国学力・学習状況調査（全国学力テスト 」の過去問）
題練習などのテスト対策は、全国学力テストの弊害を深刻
化させるので行わないこと。

⑥ 年間の授業時数については、標準時数をこえた余分を、
多く組まないようにすること。結果的に標準時数を下回る
ことになっても問題はないことから、年度当初に無理のな
いよう計画を立てること。

⑦ 教員、特に学級担任の持ち時間数軽減に向け、以下の内
容に留意して改善を進めること。

25 1ア 当面、授業の持ち時間数が、小学校週 時間以内（
1 20日 時間以上の実務時間 空き時間 確保 中学校週《 》 ）、

（ 《 》 ）時間以内 日 時間以上の実務時間 空き時間 確保1 2
となるよう改善を進めること。

イ 教頭・教務主任・校務主任（学級担任以外）は、学級
担任の実務時間（空き時間）確保につながるよう、書写
・図工・理科・社会等、単独で担う科目を担当し、評価
を含めた教科指導にあたること。少人数やＴＴの授業に
入るといった、持ち時間数軽減につながらない事態は避
けること。

ウ 学習指導要領による学習内容や授業時数が増加してい
る実態に対応するため、専科教員を増やすこと。

⑧ 授業の準備及び、学級・学年・分掌の事務、必要な会議などの
時間が、勤務時間内にきちんと確保されるよう、以下の内
容に関して改善を進めること。
ア 打ち合わせや会議を精選したり、午後の授業を一部カ
ットしたりするなど、必要な時間を生み出すための具体
的な対応策を各職場で講じること。

イ 行事を始めとした各種業務の内容や取り組み方を見直

し、業務の簡素化や削減などで仕事量を減らす取り組み
を進めること。
⑨ 時間外勤務の割り振りについては、まずは管理職が「割
り振り対象の業務」と「割り振りの日時数」をきちんと伝
えること。そして 「割振変更簿の使い方」を周知し活用、
することで、割り振りを取りやすくすること。やむを得ず
平日にとれなかった場合は、長期休業中も含め、全職員が
確実にとれるよう適切に対応すること。

⑩ 早朝勤務などの時間外勤務があったときは、年休と同様
に、 分間の休憩時間を除いた 時 分からさかのぼ30 16 30
った時刻から割り振りを講じること。

⑪ ７時間 分勤務が確実に守られるよう、以下の内容に45
ついて配慮すること。
ア 日課の見直しを行って、子どもの下校時刻を早めるこ
とにより、 時 分までに打合わせや学年会、学級学16 15
年事務などの時間を確保する。

イ 昼の休憩を使って、集会や行事などを行わない。職員
会議や学年会・部会などの会議は、 時 分までに終16 15
わるようにし、時間外勤務が常態化しないようにする。

⑫ 始業式・終業式・卒業式の午後やテスト期間中などの子
どもがいないときには、日常的に時間外勤務が多い実態に
合わせ、その分の割り振りとして、早く帰れるように勤務
の拘束を解くこと。

⑬ 運動会や学習発表会などで休日に出勤を命じたときは、
健康と福祉を害することとならないように、日頃の時間外
勤務の割り振りを行うことで、早めに勤務の拘束を解くこ
と。

⑭ 部活動の過熱防止に向け、改善が進められているが、さ
らなる改善に向け、以下の内容を重点的に取り組むこと。
ア 朝の部活動を中止する。
イ 活動を行わない曜日を現状よりさらに増やす。
ウ 練習時間を短縮する。
エ 新規採用教員については、学級づくりや教科指導等の
本務に専念できるよう、初年度は、部活動指導を担当さ
せない。

⑮ 職員が病気やけがで休む際に、年休で休むといった実態
が依然見られるので、病気やけがで休む際には、本人に療
養休暇が取れることを伝えること。また、療養休暇に関す
る以下の内容を職員に周知すること。
ア 療養休暇は、 日や 時間単位で取れること。1 1
イ ボーナスは 日未満、給与は 日未満の取得なら、30 40
処遇には影響がないこと。
ウ １週間以内の休暇であれば、特に診断書は必要ないこ
と。

⑯ 教職員としての身分の侵害及び人権の侵害となるハラス
メントが生じないようにすること。特に、パワハラ防止に
ついては、県教委通知「職場におけるパワー・ ハラスメ
ントの防止及び対応について （ ・ ・ 改定）を周」 2020 3 31
知徹底すること。

⑰ 政府が導入を図り、各自治体の判断で実施可能としてい
る「１年単位の変形労働時間制」は、在校時間記録表の時
間外勤務の数字を減らすだけで、実際には、多忙化をさら
に進め、退勤時刻を今より遅くし、教員の健康・生活・家
庭に弊害を及ぼす恐れがあるので、導入しないこと。


